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○みやこ町地域おこし協力隊設置要綱 

平成２７年１０月３０日 

告示第６９号 

（設置） 

第１条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘

致し、地域の活力を呼び起こすとともに、その定住・定着を図り、もって地域力の維

持・強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱（平成２１年３月３１日付け総行

応第３８号総務事務次官通知）に基づき、みやこ町地域おこし協力隊（以下「協力隊」

という。）を設置する。 

（任務） 

第２条 協力隊は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。 

（１） 農林水産業の支援活動 

（２） 環境保全の支援活動 

（３） 地域コミュニティの維持支援活動 

（４） 地域資源の発掘及び活用の支援活動 

（５） 地域おこしの支援活動 

（６） 住民の生活の支援活動 

（７） その他地域力の維持及び創出に資するため町長が必要と認める活動 

（任用等） 

第３条 協力隊の隊員（以下「隊員」という。）は、次のいずれかの要件を全て満たす

者のうちから、町長が任用する。 

（１） ３大都市圏をはじめとする都市地域等に居住し、隊員となるため本町に住民

票を異動することが可能なこと。 

（２） 地域の活性化及び地域住民との協力活動に取り組む意思があること。 

（３） 心身ともに健康で、地域活動に意欲と熱意を有し、かつ、積極的に活動でき

る者 

２ 隊員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任する

ことができる。 

（給与等） 

第４条 隊員の給料及び手当については、みやこ町会計年度任用職員の給与及び費用弁



2/7 

償に関する条例（令和元年みやこ町条例第５３号）の定めるところによる。 

２ 隊員の旅費については、みやこ町職員旅費支給条例（令和７年みやこ町条例第３０

号）の定めるところによる。 

３ 町長は、隊員が着任する際の着任経費として１回２００，０００円を限度として支

給することができる。 

（地域おこし活動の支援等） 

第５条 町長は、隊員が円滑な地域おこし活動を行うことができるよう、次に掲げる支

援等を行うものとする。 

（１） 地域おこし活動に関するコーディネート 

（２） 地域等との調整及び住民への周知 

（３） 地域への定住のためのサポート 

（４） その他円滑な地域おこし活動に必要な事項 

２ 町長は、隊員の地域おこし活動に関して必要な指導及び助言を行うことができる。 

（守秘義務） 

第６条 隊員は、地域おこし活動の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職

を退いた後も、同様とする。 

（留意事項及び義務等） 

第７条 隊員は、町長の指示に従わなければならないものとする。 

２ 隊員は、地域おこし活動を行った日ごとに、地域おこし協力隊員活動日誌（様式第

１号。以下「活動日誌」という。）を記載しなければならない。 

３ 隊員は、毎月５日までに前月分の地域おこし活動内容を地域おこし協力隊員活動状

況報告書（様式第２号。以下「報告書」という。）に前項の活動日誌を添付し、町長

に報告しなければならない。 

４ 隊員は、次に掲げる行為をしてはならない。 

（１） 町又は地域住民との信頼関係を損なうこと。 

（２） みだりに地域おこし協力隊の名称又は隊員の職名を使用すること。 

（３） 地域おこし協力隊としてふさわしくない行為 

５ 隊員は、身体の不調、地域おこし活動中の事故及び地域おこし活動に影響を与える

事態が発生したときは、直ちにその内容を町長に報告し、その指示を受けて処置しな

ければならない。 
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（活動費助成金） 

第８条 町長は、隊員が行った地域おこし活動に要する経費が地域おこし協力隊の活動

費として適当と認めた場合、その経費に対してみやこ町地域おこし協力隊員活動費助

成金（以下「活動費助成金」という。）を交付するものとする。 

２ 活動費助成金の対象活動費及び金額は、予算の範囲内で町長が別に定める。 

３ 隊員は、活動費助成金の交付を受けようとするときは、みやこ町補助金等交付規則

（平成１８年みやこ町規則第４３号）に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付し、

町長に提出するものとする。ただし、申請期間は、隊員としての任用期間中で当該年

度の末日までとする。 

（１） 事業計画書（活動計画書） 

（２） 収支予算書 

（３） その他町長が必要と認める書類 

４ 隊員は、申請期間が終了したときは、速やかに実績報告書を作成し、町長に提出す

るものとする。 

５ 町長は、前項の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、正当

であると認めたときは、隊員に請求書を提出させ、これを受理した日から起算して３

０日以内に活動費助成金を支払うものとする。 

６ 町長は、必要があると認めたときは、活動費助成金を概算払することができる。 

７ 活動費助成金の交付を受けた隊員は、既に概算払を受けた活動費助成金に不用額が

生じたときは、当該不用額を返還しなければならない。 

８ 第３項から前項までの規定にかかわらず、隊員の退任後における定住促進を目的と

して、隊員が取得する資格又は受講する講習会等に要する経費に対して交付する活動

費助成金の交付に係る基準、手続等は、みやこ町地域おこし協力隊隊員の資格取得等

に関する基準を定める要綱（令和４年みやこ町告示第６号）に定める。 

（身分証明書） 

第９条 隊員は、地域おこし活動に従事するときは、身分証明書（様式第３号）を常に

携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。 

２ 隊員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはなら

ない。 

３ 隊員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに町長に届け出なければ
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ならない。 

４ 隊員は、その職を退いたときは、身分証明書を直ちに返還しなければならない。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（令和２年３月３１日告示第４１号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年８月２５日告示第７２号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（令和４年２月１４日告示第６号）抄 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年９月３０日告示第６３号） 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 
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